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次

ペ
ー
ジ

 
規

則

〇
宮
城
県
県
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

（
税　

務　

課
）　

　

一

〇
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

（
廃
棄
物
対
策
課
）　

　

一

 
訓

令

甲

〇
単
純
労
務
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令 

（
人　

事　

課
）　

　

一

 
人
事
委
員
会

〇
人
事
委
員
会
規
則
七－

二
（
特
殊
勤
務
手
当
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

二

〇
人
事
委
員
会
の
権
限
（
特
殊
勤
務
手
当
）
の
一
部
委
任
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示 

二

 
規

則

　

宮
城
県
県
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
四
年
七
月
十
三
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
規
則
第
六
十
五
号

　
　
　

宮
城
県
県
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

宮
城
県
県
税
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
九
年
宮
城
県
規
則
第
七
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

附
則
第
七
項
及
び
附
則
第
八
項
中
「
附
則
第
二
十
項
」
を
「
附
則
第
二
十
六
項
」
に
改
め
る
。

　

別
表
様
式
第
六
十
号
の
三
の
項
及
び
様
式
第
六
十
号
の
四
の
項
中
「
附
則
第
十
九
項
」
を
「
附
則
第
二
十
五
項
」
に
、

同
表
様
式
第
六
十
号
の
五
の
項
中
「
附
則
第
十
九
項
」
を
「
附
則
第
二
十
八
項
」
に
、
同
表
様
式
第
六
十
一
号
の
項
中

「
附
則
第
二
十
一
項
」
を
「
附
則
第
二
十
七
項
」
に
、
同
表
様
式
第
百
十
二
号
の
項
中
「
附
則
第
二
十
一
項
」
を
「
附

則
第
二
十
七
項
」
に
改
め
る
。

　

様
式
第
六
十
一
号
（
そ
の
三
）
中
「警

戒
区
域
設
定
指
示
区
域

」
の
下
に
「又

は
居
住
困
難
区
域

」
を
加
え
、「所

在
し
た

」
を
「所

在
し
て
い
た

」
に
改
め
る
。

　

様
式
第
百
十
二
号
中
「附
則
第
18   項

」
を
「附

則
第
24   項

」
に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　

　

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
四
年
七
月
十
三
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
規
則
第
六
十
六
号

　
　
　

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
（
昭
和
五
十
三
年
宮
城
県
規
則
第
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

　

第
四
条
第
五
号
中
「
本
籍
」
の
下
に
「（
外
国
人
に
あ
つ
て
は
、
国
籍
等
）」
を
加
え
、「
も
の
と
し
、
外
国
人
に
あ

つ
て
は
外
国
人
登
録
証
明
書
の
写
し
と
す
る
」
を
削
り
、
同
条
を
同
条
第
二
項
と
し
、
同
条
に
第
一
項
と
し
て
次
の
一

項
を
加
え
る
。

　

条
例
第
六
条
第
二
項
第
十
一
号
の
規
則
で
定
め
る
事
項
は
、
住
民
基
本
台
帳
法
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
八
十
一

号
）
第
三
十
条
の
四
十
五
に
規
定
す
る
国
籍
等
（
次
項
に
お
い
て
「
国
籍
等
」
と
い
う
。）
と
す
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

 
訓

令

甲

〇
宮
城
県
訓
令
甲
第
十
三
号

　

単
純
労
務
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

平
成
二
十
四
年
七
月
十
三
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　
　
　

単
純
労
務
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

　

単
純
労
務
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
三
十
二
年
宮
城
県
訓
令
甲
第
二
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

　

第
五
条
第
二
項
中
「
第
十
六
条
」
を
「
第
十
五
条
」
に
改
め
る
。

　

第
九
条
を
削
り
、
第
十
条
を
第
九
条
と
し
、
第
十
一
条
か
ら
第
十
八
条
ま
で
を
一
条
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

　

別
表
第
六
中
「（
第
十
五
条
関
係
）」
を
「（
第
十
四
条
関
係
）」
に
改
め
る
。
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別
表
第
七
中
「（
第
十
七
条
関
係
）」
を
「（
第
十
六
条
関
係
）」
に
改
め
る
。

　

別
表
第
八
中
「（
第
十
八
条
関
係
）」
を
「（
第
十
七
条
関
係
）」
に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
四
年
七
月
十
三
日
か
ら
施
行
す
る
。

人
事
委
員
会

　

人
事
委
員
会
規
則
七－
二
（
特
殊
勤
務
手
当
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
四
年
七
月
十
三
日

 

宮
城
県
人
事
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委　
員　
長　
　
�
　
　

橋　
　

俊　
　

一　
　
　

〇
人
事
委
員
会
規
則
七－

二－

五
十
七

　
　
　

人
事
委
員
会
規
則
七－

二
（
特
殊
勤
務
手
当
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

人
事
委
員
会
は
、
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
二
年
宮
城
県
条
例
第
百
二
十
八
号
）
に
基
づ
き
、

人
事
委
員
会
規
則
七－

二
（
特
殊
勤
務
手
当
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
九
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２　

条
例
第
十
一
条
第
三
項
の
規
則
で
定
め
る
も
の
は
、
牛
の
と
殺
の
作
業
と
す
る
。

　

第
三
十
九
条
第
四
項
中
「
、
暴
力
団
幹
部
」
を
「
、
暴
力
団
（
同
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
を
い
う
。）
の
幹
部
」
に
、

「
当
該
暴
力
団
幹
部
」
を
「
当
該
暴
力
団
の
幹
部
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
三
項
を
加
え
る
。

６　

条
例
第
四
十
三
条
第
一
項
第
六
号
の
そ
の
他
規
則
で
定
め
る
も
の
は
、
暴
力
団
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
人
事
委
員

会
が
定
め
る
も
の
と
す
る
。

７　

条
例
第
四
十
三
条
第
一
項
第
六
号
の
危
害
が
加
え
ら
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
者
と
し
て
規
則
で
定
め
る
も
の
は
、
人

事
委
員
会
が
定
め
る
者
の
う
ち
か
ら
、
警
察
本
部
長
が
指
定
す
る
者
と
す
る
。

８　

条
例
第
四
十
三
条
第
一
項
第
六
号
の
暴
力
団
等
か
ら
危
害
が
加
え
ら
れ
る
こ
と
を
未
然
に
防
止
す
る
た
め
に
行
う

業
務
の
う
ち
規
則
で
定
め
る
も
の
は
、
前
項
に
該
当
す
る
者
（
以
下
「
保
護
対
象
者
」
と
い
う
。）
の
直
近
又
は
周

辺
に
お
け
る
警
戒
の
業
務
（
警
察
本
部
長
が
身
辺
警
戒
員
と
し
て
指
定
す
る
者
が
行
う
も
の
に
限
る
。）
又
は
保
護

対
象
者
の
住
居
、
業
務
を
行
う
場
所
、
行
先
地
の
施
設
等
の
周
辺
に
お
け
る
警
戒
の
業
務
（
固
定
配
置
の
形
態
に
よ

り
行
わ
れ
る
も
の
に
限
る
。）
と
す
る
。

　

第
四
十
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３　

条
例
第
四
十
四
条
第
二
項
の
規
則
で
定
め
る
皇
族
は
、
文
仁
親
王
又
は
悠
仁
親
王
と
す
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〇
人
事
委
員
会
告
示
第
六
号

　

人
事
委
員
会
は
、
人
事
委
員
会
規
則
二－

二
（
他
の
機
関
及
び
事
務
局
長
に
対
す
る
権
限
の
委
任
）
に
基
づ
き
、
平

成
十
三
年
人
事
委
員
会
告
示
第
一
号
（
人
事
委
員
会
の
権
限
（
特
殊
勤
務
手
当
）
の
一
部
委
任
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
し
た
。

　
　

平
成
二
十
四
年
七
月
十
三
日

 

宮
城
県
人
事
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委　
員　
長　
　
�
　
　

橋　
　

俊　
　

一　
　
　

一　

二
中�
を�
と
し
、�
を�
と
し
、�
を�
と
し
、�
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　
�
　

規
則
七－

二
第
三
十
九
条
第
六
項
に
規
定
す
る
人
事
委
員
会
が
定
め
る
も
の
に
つ
い
て
定
め
る
こ
と
。

　
�
　

規
則
七－

二
第
三
十
九
条
第
七
項
に
規
定
す
る
人
事
委
員
会
が
定
め
る
者
に
つ
い
て
定
め
る
こ
と
。

二　

こ
の
告
示
の
効
力
の
発
生
す
る
日

　
　

平
成
二
十
四
年
七
月
十
三
日
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